
（参考）地域中小企業応援ファンドのスキーム 

（注）ファンドの存続期間（貸付期間）は10年以内

・中小機構が都道府県に資金を貸付け、都道府県が中小機構からの貸付金と合わせてファンドに資金を貸
付け、運用益により助成。

・助成内容は、全国画一的に制度を設計するのではなく、都道府県の特徴と強みを活かし、知恵と工夫を駆
使して、都道府県が地域における具体的な支援内容を決定。

・中小機構が都道府県に資金を貸付け、都道府県が中小機構からの貸付金と合わせてファンドに資金を貸
付け、運用益により助成。

・助成内容は、全国画一的に制度を設計するのではなく、都道府県の特徴と強みを活かし、知恵と工夫を駆
使して、都道府県が地域における具体的な支援内容を決定。

中小機構の融資機能を活用して都道府県等とファンドを組成
新たな事業の「種」の発掘を支援

中
小
機
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・創業者

・中小企業

・組合,NPO 等

地域活性化事業

無利子貸付 無利子貸付

運用益で助成

スタート・アップ応援型ファンドのスキーム
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地域事業会社 等

中小機構（支部）

・

地方経済産業局等

支援
ファンド

【運営管理者】

都道府県等が拠出

する財団法人等

地域の多様な主体の参加
都道府県による創意と工夫

による制度設計

ファンド総額の８割を上限に負担
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スタート・アップ応援型
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※スタート・アップ応援型の他に、中小機構の出資機能を活用し、組合形式のファンドを組成する「チャレンジ企業応援型」

があります。 


